
 
Keio Institute for Global Law and Development

2022 年 法整備支援シンポジウム 
 

法の支配を構築するために，法整備支援を通じて，私たちに何ができるか 
――法学教育・法曹教育・法の教育に焦点を当てて 

 
主催：慶應義塾大学大学院法務研究科・ 

グローバル法研究所 
共催：法務省法務総合研究所国際協力部 

公益財団法人国際民商事法センター 
名古屋大学大学院法学研究科・ 

法政国際協力研究センター 
 

プログラム 
 

開催日時：2022 年 9 月 17 日（土）13:00~17:00 
開催方法：Zoom （URL）：参加申込者に 9 月 16 日（金）にお送りします。 
参加申込みおよび最新情報については，下記にアクセスしてください。 
https://keiglad.keio.ac.jp/legalcorporationsymposium2022/ 

 
13:00~ 
13:20 

趣旨説明 
法整備支援における法学教育・法曹教育・法の教育と法の支配の醸成 
慶應義塾大学大学院法務研究科 松尾弘 

13:20〜 
13:50 

法整備支援における法学教育への取組みと課題（仮題） 
国際協力機構(JICA)・弁護士 枝川充志 

13:50~ 
14:20 

あるべき法学教育について（仮題） 
名古屋大学留学生，大学院生 

14:20~ 
14:50 

法整備支援における法曹教育への取組みと課題（仮題） 
国際協力機構(JICA)ラオス長期専門家・弁護士 鈴木一子 

14:50~ 
15:20 

法の教育への取組みと課題（仮題） 
大阪大谷大学人間社会学部 久保山力也 

15:20〜
15:30 

休憩 

15:30~ 
16:50 

ディスカッション 
法の支配が社会に根を下ろすために，法学教育・法曹教育・法の教育がど

のような役割を果たすか，法整備支援においてこれらをどのように具体化す

るべきか，私たちがそれらにどのように関わるべきか 
16:50〜
17:00 

閉会の挨拶 
 

 


